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一
　
は
じ
め
に

米
国
で
は
、
民
間
・
公
的
い
ず
れ
の
医
療
保
険
に
も
加
入
し
て
い

な
い
多
数
の
未
加
入
者
の
存
在
と
医
療
費
の
高
騰
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
も
選
挙
期
間
中
か
ら
医
療
問
題
を
最
優

先
課
題
の
一
つ
に
掲
げ
て
お
り
、
抜
本
的
な
医
療
保
障
制
度
改
革
を

実
施
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。

具
体
的
な
改
革
案
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ラ
リ
ー
夫
人
を
責
任
者
と
す

る
作
業
部
会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
米
国
医
療

問
題
の
実
態
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
行
お

う
と
し
て
い
る
医
療
保
険
制
度
改
革
に
つ
い
て
考
察
し
、
今
後
の
行

方
を
占
っ
て
み
た
い
。

二
　
未
加
入
者
問
題

日
本
の
場
合
、
一
九
六
一
年
に
国
民
皆
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
て

武

藤

　

　

弘

明

お
り
、
す
べ
て
の
国
民
が
公
的
保
険
制
度
に
よ
り
医
療
保
障
を
受
け

て
い
る
。
こ
の
た
め
日
本
で
は
米
国
の
よ
う
な
未
加
入
者
は
原
則
と

し
て
存
在
し
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
米
国
で
は
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
、
身
体
障
害

者
に
つ
い
て
は
メ
デ
ィ
ケ
ア
、
一
定
基
準
を
満
た
し
た
貧
困
者
に
つ

い
て
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
と
い
う
公
的
医
療
保
険
制
度
の
対
象
と
な
る

が
、
そ
れ
以
外
の
国
民
が
医
療
保
険
に
加
入
す
る
か
し
な
い
か
は
任

意
と
さ
れ
て
い
る
。

通
常
米
国
で
は
、
企
業
が
福
利
制
度
の
一
環
と
し
て
従
業
員
や
そ

の
家
族
の
た
め
に
民
間
保
険
会
社
等
か
ら
医
療
保
険
を
購
入
す
る
た

め
、
国
民
は
公
的
医
療
保
険
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
く
て
も
そ
の
多

く
は
未
加
入
者
で
は
な
い
。
米
国
国
民
の
約
六
割
は
企
業
か
ら
の
医

療
保
障
を
受
け
て
お
り
　
(
図
1
)
、
民
間
保
険
会
社
が
医
療
保
障
制

度
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
、
企
業
は
従
業
員
に
対
す
る
医
療
保
障
給
付
を
法
的
に
義



務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
保
険
料
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
中
小

企
業
等
の
中
に
は
医
療
保
障
給
付
を
実
施
し
て
い
な
い
所
も
多
く
、

少
な
か
ら
ぬ
未
加
入
者
が
存
在
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
後
述
す

る
医
療
費
の
高
騰
が
保
険
料
の
上
昇
を
も
た
ら
し
、
こ
の
問
題
を
悪

化
さ
せ
て
い
る
。
図
2
は
、
企
業
規
模
別
に
未
加
入
者
数
/
従
業
員

図1各医療保険の加入者が全人口に占める割合

出所;議会調査局、人口調査(1990年3月)

図2　企業規模別、末加入者数/従業員数(1992年)

数
を
見
た
も
の
で
あ
る
が
、
企
業
規
模
が
小
さ
い
程
未
加
入
者
の
割

合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

米
国
企
業
福
祉
研
究
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
一
九
九
一
年
時
点
で
三

六
三
〇
万
人
の
未
加
入
者
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
約
八
割
に

あ
た
る
二
八
八
〇
万
人
が
、
企
業
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
従
業

員
と
そ
の
家
族
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
出
さ
れ
た
多
く
の
医
療
保

障
制
度
改
革
案
は
、
企
業
の
従
業
員
に
対
す
る
医
療
保
障
に
焦
点
を

当
て
て
来
た
。

(注)人数は企業の従業員数
出所;米国企業福祉研究所
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三
　
医
療
費
の
高
騰

図
3
は
、
国
民
全
体
が
一
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
総
額

で
あ
る
「
国
民
医
療
費
」
を
、
G
N
P
に
対
す
る
割
合
で
国
際

比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
比
較
対
象
で
あ
る
四
カ
国
(
フ
ラ
ン

ス
、
旧
西
独
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
)
　
の
国
民
医
療
費
の
伸
び
は
G

N
P
の
伸
び
と
ほ
ぼ
同
じ
で
安
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
米
国

の
国
民
医
療
費
の
伸
び
は
G
N
P
の
伸
び
を
毎
年
の
よ
う
に
上

回
っ
て
い
る
。

医
療
費
の
高
騰
は
、
公
的
医
療
保
険
に
よ
る
支
出
や
企
業
の

支
払
保
険
料
を
増
大
さ
せ
、
国
家
財
政
や
企
業
の
財
務
内
容
を

悪
化
さ
せ
る
た
め
、
米
国
経
済
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
支
払
保
険
料
の
上
昇
は
、
低
所
得
者
や
中
小
企

二
七
　
(
一
〇
六
一
)



図3　各国の国民医療費/GNP

米
国
医
療
保
険
制
度
改
革
の
行
方

出所;国民医療費は、CRS(議会調査局)、厚生省資料

GNPは、経済企画庁、OECD,Nati0nalAcc0unts、世界経済白書
(91年、92年度は推定)

業
の
医
療
保

険
購
入
を
困

難
に
し
、
未

加
入
者
問
題

の
一
因
と
も

な
っ
て
い
る
。

一
九
九
二

年
の
米
国
国

民
医
療
費
は

八
三
九
〇
億

ド
ル
と
推
定

さ
れ
て
い
る

が
、
米
国
議

会
の
調
査
機

関
で
あ
る
議
会
予
算
局
(
C
B
O
)
は
、
こ
の
ま
ま
で
行
く
と
国
民

医
療
費
は
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
約
二
倍
の
一
兆
六
八
〇
〇
億
ド
ル
に

な
る
と
予
測
し
て
い
る
。

米
国
の
医
療
費
が
高
騰
し
て
い
る
原
因
と
し
て
一
般
的
に
言
わ
れ

て
い
る
の
は
、
①
人
口
構
造
の
高
齢
化
、
②
高
度
医
療
技
術
の
普
及
、

③
頻
繁
に
起
き
る
医
療
過
誤
訴
訟
、
④
医
療
と
い
う
専
門
的
な
分
野

で
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
き
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

二
八
　
(
一
〇
六
二
)

て
い
る
。

四
　
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
に
よ
る
コ
ス
ト
抑
制
努
力

民
間
保
険
会
社
が
提
供
す
る
医
療
保
険
は
、
医
療
機
関
が
医
療

サ
ー
ビ
ス
に
費
や
し
た
実
費
を
医
療
機
関
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
支

払
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
　
(
f
e
e
 
f
o
r
s
e
r
v
i
c
e
ー
出
来
高
払
い
制
)
。

し
か
し
医
療
費
コ
ス
ト
の
上
昇
は
従
来
の
シ
ス
テ
ム
を
見
直
す
機
運

を
生
み
出
し
、
一
九
八
〇
年
代
の
前
半
頃
か
ら
は
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
と

い
う
新
た
な
シ
ス
テ
ム
が
普
及
し
始
め
た
。
こ
れ
は
企
業
や
保
険
会

社
が
一
体
と
な
っ
て
、
医
療
機
関
の
治
療
内
容
に
無
駄
が
な
い
か
と

か
適
正
な
治
療
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
監
視
し
た
り
医
療
サ
ー
ビ
ス

の
価
格
を
事
前
に
交
渉
す
る
こ
と
で
、
医
療
の
質
や
効
率
性
の
向
上

を
図
る
シ
ス
テ
ム
を
総
称
し
て
い
う
も
の
で
あ
り
、
代
表
と
し
て
H

M
O
(
H
e
a
l
t
h
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
　
会
員
制
民
間
健
康
維

持
組
織
)
　
や
P
P
O
(
P
r
e
f
e
r
r
e
d
 
P
r
o
v
i
d
e
r
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
-
　
交
渉

型
契
約
医
療
シ
ス
テ
ム
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

H
M
O
は
、
企
業
か
ら
制
度
加
入
者
の
人
数
に
応
じ
て
前
払
い
さ

れ
る
月
額
固
定
料
金
の
範
囲
内
で
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
機
関

で
あ
り
、
加
入
者
は
契
約
を
結
ん
だ
H
M
O
で
の
み
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
。
料
金
が
固
定
前
払
い
の
た
め
過
剰
治
療
等
の
無
駄
が
抑

制
さ
れ
る
。



図4　HMO・PPOのしくみP
P
O
も
、
加
入
者
が
特
定
の
提
携
医
療
機
関
グ
ル
ー
プ
か
ら
の

み
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
医
療
機
関
が
ま

と
ま
っ
た
患
者
を
確
保
で
き
る
見
返
り
と
し
て
治
療
費
の
割
引
が
行

わ
れ
る
。
企
業
は
各
H
M
O
、
P
P
O
の
治
療
内
容
や
効
率
性
を
選

択
基
準
と
し
て
契
約
を
締
結
す
る
。
契
約
後
も
企
業
は
、
保
険
会
社

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
等
を
通
じ
て
医
療
機
関
の
治
療
内
容

に
つ
い
て
絶
え
ず
監
視
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
各
医
療
機
関
は
競

っ
て
医
療
の
質
や
効
率
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
の
普
及
は
近
年
著
し
く
、
米
国
の
調
査
機
関
K
P

米
国
医
療
保
険
制
度
改
革
の
行
方

M
G
の
ピ
ー
ト
マ
ー
イ
ッ
ク
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
企
業
の
提
供
す
る

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
従
業
員
の
う
ち
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
を
活
用

し
た
制
度
に
加
入
し
て
い
る
従
業
員
の
割
合
は
、
一
九
八
八
年
に
は

二
九
%
だ
っ
た
の
に
対
し
一
九
九
二
年
に
は
五
五
%
以
上
に
急
増
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
機
関
は
、
一
九
九
二
年
の
伝
統
的

プ
ラ
ン
の
保
険
料
は
平
均
で
一
一
・
〇
%
上
昇
し
た
の
に
対
し
て
、

H
M
O
の
保
険
料
は
九
・
八
%
の
上
昇
だ
っ
た
こ
と
を
例
示
し
て
、

マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
が
幾
ら
か
の
コ
ス
ト
抑
制
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
一
九
九
二
年

一
〇
月
二
六
日
号
)
。
ま
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ロ
ビ
ン
ソ
ン
教
授
が
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
の
従
業
員
に
対
し

て
行
っ
た
分
析
の
結
果
、
伝
統
的
プ
ラ
ン
の
従
業
員
一
人
当
た
り
の

平
均
コ
ス
ト
は
二
九
六
八
ド
ル
だ
っ
た
の
に
対
し
、
H
M
O
の
場
合

は
一
八
五
三
ド
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
　
(
一
九
九
三
年
四

月
五
日
　
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
)
。

五
　
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
改
革

前
述
の
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
は
法
的
に
強
制
さ
れ
て
お
ら
ず
、
効
果
も

医
療
費
抑
制
面
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
医
療
問
題
全
体
を
解
決

す
る
に
は
未
加
入
者
問
題
へ
の
対
応
も
含
め
た
よ
り
包
括
的
な
制
度

改
革
が
必
要
で
あ
る
。
医
療
制
度
改
革
案
と
し
て
、
現
在
ク
リ
ン
ト

二
九
　
(
一
〇
六
三
)



米
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医
療
保
険
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革
の
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方

ン
大
統
領
が
強
く
支
持
し
て
い
る
の
は
、
マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ

シ
ョ
ン
(
管
理
さ
れ
た
競
争
)
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
こ
の
概
念
を

中
心
と
し
て
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
改
革
案
は
作
成
さ
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

1
.
マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン

マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
は
、
医
療
市
場
に
お
け
る
自
由

競
争
の
側
面
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
市
場
を
あ
る
程
度
政
府
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
に
従
わ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
マ
ネ
ジ
ド
・
コ

ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
概
念
は
、
医
療
関
係
者
や
学
者
に
よ
る
特
別
委

員
会
で
あ
る
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ホ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
、
五
七
人
の
下
院
民
主
党
員
か
ら
な
る
保
守
民
主
党
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の

概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
　
H
I
P
C
(
H
e
a
l
t
h
l
n
s
u
r
a
n
c
e
 
P
u
r
c
h
a
s
i
n
g
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
s
)
の

設
立マ

ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
下
で
は
、
H
I
P
C
(
医
療

保
険
購
入
組
合
)
と
い
う
公
的
組
織
を
地
域
毎
に
設
立
す
る
こ
と
に

な
る
。
H
I
P
C
は
中
小
企
業
の
雇
用
主
や
個
人
を
加
入
者
と
す
る

組

織

で

あ

る

。

そ

れ

ぞ

れ

の

H

I

P

C

は

、

A

H

P

　

(

後

述

)

　

と

い

う
民
間
医
療
保
険
組
織
と
、
医
療
保
険
の
価
格
や
契
約
内
容
に
つ
い

図5　マネジド・コンペティションの概念図

三
〇
(
一
〇
六
四
)

て
、
加
入
者
を
代
表
し
て
交
渉
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
集
団
で
医
療

保
険
を
購
入
す
る
こ
と
で
、
中
小
企
業
や
個
人
の
交
渉
力
を
高
め
て

競
争
を
促
進
し
、
価
格
の
抑
制
を
図
る
と
い
う
の
が
こ
の
制
度
の
主

な
目
的
で
あ
る
。

(
2
)
　
A
H
P
　
(
A
c
c
o
u
n
t
a
b
l
e
H
e
a
l
t
h
P
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
s
)
の
認
可



A
H
P
と
は
、
医
療
保
険
の
購
入
者
で
あ
る
中
小
企
業
や
個
人
が

H
I
P
C
と
し
て
集
団
を
形
成
す
る
の
に
対
し
て
、
医
療
保
険
の
販

売
者
で
あ
る
保
険
会
社
と
病
院
や
医
師
等
の
医
療
機
関
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
民
間
医
療
保
険
組
織
で
あ
る
。

政
府
か
ら
A
H
P
と
し
て
認
可
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
医
療

保
険
組
織
は
政
府
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
標
準
医
療
保
障
給
付
の
パ

ッ
ケ
ー
ジ
を
全
て
取
り
揃
え
て
い
る
こ
と
や
医
療
コ
ス
ト
を
抑
制
す

る
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
A
H
P
は
、
H
I
P
C
の
全
て
の
加
入

者
に
対
し
て
疾
病
歴
等
に
関
わ
ら
ず
同
一
保
険
料
を
設
定
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
他
、
待
ち
時
間
や

治
療
内
容
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
、
H
I
P
C
が
A
H
P
を
選
択
す
る

材
料
と
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
3
)
　
N
H
B
　
(
N
a
t
i
o
n
a
l
H
e
a
l
t
h
B
o
a
r
d
)
の
設
立

こ
の
制
度
全
体
を
監
督
す
る
機
関
と
し
て
、
F
R
B
の
よ
う
な
独

立
機
関
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
N
H
B
(
国
家
医
療
委
員
会
)
が
設
立
さ
れ

る
。
N
H
B
は
、
医
療
市
場
全
体
を
監
督
L
A
H
P
の
会
計
や
事
務

処
理
を
標
準
化
し
た
り
、
各
A
H
P
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
つ
い
て
消

費
者
に
情
報
を
提
供
す
る
。
ま
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
効
率
性
の

向
上
の
た
め
に
A
H
P
の
指
導
を
行
う
。

(
4
)
　
損
金
算
入
限
度
額
の
設
定

現
在
の
連
邦
と
州
の
税
法
で
は
、
企
業
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
医

米
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療
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改
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療
保
険
の
保
険
料
は
全
て
、
事
業
費
と
し
て
損
金
に
算
入
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
下

で
は
、
損
金
算
入
額
は
地
域
で
最
も
低
コ
ス
ト
の
プ
ラ
ン
を
提
供
す

る
A
H
P
の
保
険
料
が
限
度
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
H
I
P
C

に
は
出
来
る
だ
け
低
価
格
の
医
療
保
険
を
購
入
し
よ
う
と
い
う
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
。

2
.
残
さ
れ
た
検
討
課
題

マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
は
あ
く
ま
で
も
青
写
真
に
過
ぎ

な
い
。
実
際
に
は
更
に
以
下
の
よ
う
な
検
討
課
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、

作
業
部
会
で
は
幾
つ
か
の
補
足
・
修
正
が
行
わ
れ
る
と
予
想
さ
れ

る
。

(
1
)
　
国
民
皆
保
険
を
い
か
に
達
成
す
る
の
か

マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
概
念
は
、
企
業
に
保
険
の
購

入
を
強
制
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
て
お
ら
ず
、
必
ず

し
も
国
民
皆
保
険
の
達
成
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
約
三
六
〇

〇
万
人
の
未
加
入
者
に
医
療
保
険
を
提
供
す
る
財
源
を
、
誰
が
負
担

す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
作
業
部
会
が
準
備
的
に
作
成
し
た

作
業
プ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
よ
る
が
国
民
皆
保
険
を

達
成
す
る
に
は
年
間
三
百
億
ド
ル
か
ら
九
百
億
ド
ル
の
費
用
が
現
在

よ
り
も
余
分
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
作
業
プ
ラ
ン
は
、

三
一
(
一
〇
六
五
)
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全
て
の
企
業
は
標
準
的
な
医
療
保
障
の
コ
ス
ト
の
七
五
～
八
〇
%
を

支
払
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

(
2
)
　
標
準
医
療
保
障
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
何
を
含
め
る
の
か

臓
器
移
植
、
ガ
ン
治
療
の
た
め
の
投
薬
、
妊
娠
中
絶
、
精
神
病
治

療
、
長
期
介
護
費
用
等
を
標
準
医
療
保
障
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
含
め
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
長

期
介
護
費
用
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に

含
め
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
範
囲

を
拡
大
す
る
こ
と
は
医
療
費
の
上
昇
要
因
と
な
る
た
め
、
医
療
費
抑

制
と
い
う
政
策
テ
ー
マ
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題
に
な
る
。

(
3
)
　
追
加
的
な
コ
ス
ト
抑
制
策
を
ど
う
す
る
か

マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
み
で
は
、
充
分
な
医
療
費
抑

制
が
達
成
さ
れ
る
保
証
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
作
業
部
会
で
は
追

加
的
な
コ
ス
ト
抑
制
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
政
府
が

毎
年
の
国
全
体
の
医
療
費
予
算
を
策
定
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
ジ
ェ

ッ
ト
　
(
国
家
医
療
予
算
)
　
や
、
H
I
P
C
が
高
コ
ス
ト
の
医
療
保
険

を
購
入
す
る
の
を
制
限
す
る
案
等
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
特
に
後
者

の
案
に
つ
い
て
は
、
「
中
小
企
業
の
保
険
料
支
払
い
額
に
一
定
の
限

度
を
設
け
る
」
と
八
月
に
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
で
開
か
れ
た
全
米
知
事
協

会
の
会
合
で
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
表
明
し
て
お
り
、
採
用
さ
れ
る

可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

三
二
　
(
一
〇
六
六
)

六
　
医
療
制
度
改
革
の
今
後

マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
下
で
は
、
医
療
保
険
の
買
い

手
の
交
渉
力
の
強
化
、
情
報
提
供
の
義
務
付
け
や
保
険
料
の
損
金
算

入
額
の
限
度
規
制
に
よ
り
、
医
療
保
険
市
場
に
お
け
る
競
争
が
今
ま

で
以
上
に
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
治
療
効
率
の
向
上
を

目
的
と
し
て
H
M
0
や
P
P
O
等
の
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
の
活
用
が
よ
り

一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
の
コ
ス
ト
抑
制
効

果
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
幾
つ
か
実
証
さ
れ
て
い
る
た
め
、
グ

ロ
ー
バ
ル
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
等
の
コ
ス
ト
抑
制
策
を
効
果
的
に
ミ
ッ
ク

ス
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
医
療
費
抑
制
が
期
待
で
き
る
。

国
民
皆
保
険
を
達
成
す
る
た
め
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
作
業
部
会

の
準
備
的
プ
ラ
ン
の
提
案
通
り
で
あ
れ
ば
、
大
部
分
を
企
業
が
負
担

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
政
府
も
医
療
保
険
の
購
入
が
困
難
な
中

小
企
業
や
個
人
の
た
め
に
、
補
助
金
や
税
制
優
遇
措
置
と
い
う
形
で

支
出
を
行
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
政
府
支
出
の
財
源
と
し
て

は
、
酒
類
や
タ
バ
コ
に
課
税
す
る
S
i
n
 
T
a
x
(
懲
罰
税
)
、
保
険
料
の

う
ち
標
準
的
な
医
療
保
障
の
保
険
料
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
企
業

に
課
税
す
る
方
法
、
同
じ
く
標
準
的
な
医
療
保
障
の
保
険
料
を
超
え

る
部
分
に
つ
い
て
従
業
員
に
課
税
す
る
方
法
等
、
議
論
が
分
れ
て
い

る
。
ま
た
作
業
部
会
は
付
加
価
値
税
の
導
入
に
つ
い
て
も
検
討
し
て



い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
(
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
タ
ー
一
九
九

三
年
四
月
一
九
日
号
)
。

い
ず
れ
に
し
て
も
全
て
の
国
民
が
医
療
保
障
を
受
け
る
た
め
に
は

相
当
の
財
源
が
か
か
る
た
め
、
制
度
改
革
に
よ
っ
て
直
ち
に
国
民
皆

保
険
を
達
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
制
度
改
革
に
あ
た
っ
て
は
、

何
年
か
に
亘
り
段
階
的
に
実
施
し
て
い
く
と
い
う
根
気
強
い
ア
プ

ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
。

七
　
民
間
保
険
会
社
へ
の
影
響

民
間
保
険
会
社
の
中
で
も
規
模
の
大
き
い
も
の
は
、
活
動
範
囲
も

広
範
囲
に
わ
た
り
、
H
M
O
や
P
P
O
と
い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
し
や
す
い
。
現
在
大
手
の
保
険
会
社
の
ほ
と
ん
ど
は
、
H
M
O

あ
る
い
は
P
P
O
と
の
提
携
を
通
じ
、
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
に
よ
る
治
療

効
率
の
向
上
を
図
っ
て
お
り
、
伝
統
的
医
療
保
険
は
ほ
と
ん
ど
販
売

し
て
い
な
い
。

一
方
規
模
の
小
さ
い
保
険
会
社
は
H
M
O
や
P
P
O
の
よ
う
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
に
く
く
、
伝
統
的
医
療
保
険
の
販
売
に
特
化

し
て
い
る
会
社
が
多
い
。

伝
統
的
医
療
保
険
は
治
療
効
率
の
面
で
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
に
劣
る
た

め
、
価
格
競
争
の
促
進
を
目
的
と
し
た
マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ

ョ
ン
の
下
、
こ
れ
ら
の
小
規
模
な
保
険
会
社
は
相
当
不
利
に
な
る
と

米
国
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療
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考
え
ら
れ
る
。
競
争
条
件
が
有
利
な
大
手
の
保
険
会
社
に
よ
る
小
規

模
保
険
会
社
の
合
併
等
に
よ
り
、
業
界
の
再
編
が
加
速
す
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
る
。

伝
統
的
医
療
保
険
の
販
売
に
特
化
し
た
小
規
模
な
保
険
会
社
の
中

に
は
、
A
S
O
(
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
ー
S
e
r
v
i
c
e
ー
O
n
l
y
)
と
い
う
特
殊
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
所
が
比
較
的
多
い
。
こ
れ
は
医
療
保
険

の
制
度
管
理
事
務
の
み
を
代
行
し
引
受
リ
ス
ク
は
顧
客
企
業
自
身
が

負
担
す
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
で
、
運
営
の
方
法
に
よ
っ
て
は
顧
客
企

業
の
医
療
費
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ネ
ジ
ド
・
コ
ン

ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
環
境
下
、
伝
統
的
医
療
保
険
に
対
す
る
需
要
は
減

少
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要

は
失
わ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

制
度
改
革
に
あ
た
り
、
今
後
小
規
模
な
保
険
会
社
は
厳
し
い
局
面

を
迎
え
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
A
S
O
の
よ
う
な
特
殊
サ
ー
ビ
ス
分

野
へ
の
特
化
が
長
期
的
生
存
へ
の
一
つ
の
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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